
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
釣り糸の繰り出し及び巻き取りを行う両軸受リールであって、
側板及び側カバーとを有するリール本体と、
前記リール本体に回転可能に支持されたスプールと、
前記側板と前記側カバーとの間に配置される配線部材と、
前記側カバー側に向かって突出して前記側板に設けられたボス部と、
前記ボス部に回転自在に装着された回転部材と、
前記回転部材の前記側カバー側において前記ボス部に固定され、前記回転部材を覆って前
記回転部材と前記配線部材との接触を防止するとともに前記回転部材を抜け止めするため
のカバー部材と、
を備えた両軸受リール。
【請求項２】
前記回転部材は前記スプールに連動して回転する、請求項１に記載の両軸受リール。
【請求項３】
前記回転部材は前記スプールの回転を検出するスプールセンサを構成する、請求項２に記
載の両軸受リール。
【請求項４】
前記配線部材は前記スプールを回転させるモータを駆動するモータ駆動回路に接続される
、請求項１から３のいずれかに記載の両軸受リール。
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【請求項５】
前記配線部材は各種の電気制御を行うリール制御回路に接続される、請求項１から４のい
ずれかに記載の両軸受リール。
【請求項６】
前記カバー部材は有底筒状になるように形成されている、請求項１から５のいずれかに記
載の両軸受リール。
【請求項７】
前記回転部材は前記側板の複数箇所に装着され、
前記カバー部材の筒状部は前記回転部材に対応する複数箇所に形成されている、請求項６
に記載の両軸受リール。
【請求項８】
前記カバー部材は外形が非円形になるように形成されている、請求項１から７のいずれか
に記載の両軸受リール。
【請求項９】
前記カバー部材は外形が円形になるように形成されている、請求項１から７のいずれかに
記載の両軸受リール。
【請求項１０】
前記カバー部材を前記ボス部に固定するねじ部材をさらに備えている、請求項１から９の
いずれかに記載の両軸受リール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、両軸受リール、特に、釣竿に取り付けられ釣り糸の繰り出し及び巻き取りを行
う両軸受リールに関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、両軸受リールは、リール本体と、リール本体に回転自在に装着されたスプールと
、スプールを回転させるためのハンドルとを備えている。リール本体は、所定の間隔をあ
けて対向するように配置された１対の側板と、１対の側板をそれぞれ覆う１対の側カバー
とを有している。また、１対の側カバーの間には、たとえばスプール前方にスプールに連
動して回転するスプールセンサのカウンタギア等の回転部材が設けられており、回転部材
は側板から側カバー側に突出するボス部に回転自在に装着されている。
【０００３】
この種の両軸受リールには、側板の一方と側カバーとの間にリード線等の配線部材が配置
される手巻きのカウンタリールや、スプール回転用のモータを有する電動リール等がある
。このような電動リールでは、たとえば側カバーの前方に装着されたコネクタ部から配線
部材を介してモータに電力を供給している。
この両軸受リールでは、回転部材は側板の側カバー側に配置されているので、たとえば側
カバーのコネクタ部に配線部材が取り付けられた状態で側カバーを組み立てると、配線部
材が回転部材に接触してしまうおそれがある。そこで、このような不具合を解消するため
に、回転部材を覆うカバー部材を設けたものが、特開２００１－３５２８７１号公報に開
示されている。
【０００４】
前記公報に開示された両軸受リールでは、カバー部材は、回転部材を覆うように側板と別
体で配置され、側板に立設された複数のボス部に複数のねじ部材によりねじ止め固定され
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
前記従来の両軸受リールでは、回転部材を覆うカバー部材が側板に別体で装着されている
ので、回転部材と配線部材との接触を防止することができる。しかし、カバー部材は、側
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板に立設された複数のボス部に複数のねじ部材によりねじ止め固定されるので、ボス部の
形成に手間がかかり、製造コストがさらに増加してしまうおそれがある。
【０００６】
本発明の課題は、両軸受リールにおいて、回転部材と配線部材との接触を安価な構成で防
止することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
発明１に係る両軸受リールは、釣り糸の繰り出し及び巻き取りを行う両軸受リールであっ
て、側板及び側カバーとを有するリール本体と、リール本体に回転可能に支持されたスプ
ールと、側板と側カバーとの間に配置される配線部材と、側カバー側に向かって突出して
側板に設けられたボス部と、ボス部に回転自在に装着された回転部材と、回転部材の側カ
バー側においてボス部に固定され回転部材を覆って回転部材と配線部材との接触を防止す
るとともに回転部材を抜け止めするためのカバー部材とを備えいる。
【０００８】
この両軸受リールでは、たとえば各種の電気部品に接続される配線部材は側板と側カバー
との間に配置され、回転部材は側カバー側に向かって突出したボス部に装着されている。
ここでは、回転部材の側カバー側に配置され回転部材を覆うカバー部材が設けられている
ので、回転部材と配線部材との接触を防止することができる。
【０００９】
また、この両軸受リールでは、カバー部材はボス部に固定されるので、回転部材の抜け止
めとカバー部材の装着とを兼用できる。このため、従来のように回転部材の抜け止め用に
ワッシャ等を別に設けなくてもよいので、部品点数を減少させることができる。さらに、
従来のように側板に複数のボス部を形成する必要がないので、側板の形成が容易になり、
製造工程が簡素化される。したがって、回転部材と配線部材との接触を安価な構成で防止
できる。
【００１０】
発明２に係る両軸受リールは、発明１の両軸受リールにおいて、回転部材はスプールに連
動して回転する。この場合、カバー部材により回転部材と配線部材との接触を防止できる
ので、回転部材と連動するスプールの回転に影響を与えにくくなる。
発明３に係る両軸受リールは、発明２の両軸受リールにおいて、回転部材はスプールの回
転を検出するスプールセンサを構成する。この場合、たとえば第１側板側に突出して設け
られたスプールセンサのカウンタギア等のギア機構と配線部材との接触を防止することが
できる。
【００１１】
発明４に係る両軸受リールは、発明１から３のいずれかの両軸受リールにおいて、配線部
材はスプールを回転させるモータを駆動するモータ駆動回路に接続される。ここでは、た
とえばＦＥＴ等のモータ駆動回路がモータの側部に設けられている場合、コネクタ部及び
モータ駆動回路にそれぞれ接続される配線部材が回転部材に接触しやすくなるが、カバー
部材を設けることにより回転部材と配線部材との接触を確実に防止できる。
【００１２】
発明５に係る両軸受リールは、発明１から４のいずれかの両軸受リールにおいて、配線部
材は各種の電気制御を行うリール制御回路に接続される。この場合、たとえばスプールの
回転数あるいは仕掛けの水深等の計測や、モータの回転あるいは液晶表示部の表示等の制
御を行うＣＰＵ等の電気部品に接続された配線部材の回転部材との接触を防止できる。
【００１３】
発明６に係る両軸受リールは、発明１から５のいずれかの両軸受リールにおいて、カバー
部材は有底筒状になるように形成されている。この場合、カバー部材に筒状部を設けるこ
とにより、たとえば外形が円形の回転部材を覆いやすくなる。
発明７に係る両軸受リールは、発明６の両軸受リールにおいて、回転部材は側板の複数箇
所に装着され、カバー部材の筒状部は回転部材に対応する複数箇所に形成されている。こ
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の場合、カバー部材に複数の筒状部を設けることにより、部品点数の増加を抑えることが
できる。
【００１４】
発明８に係る両軸受リールは、発明１から７のいずれかの両軸受リールにおいて、カバー
部材は外形が非円形になるように形成されている。この場合、たとえば第１側板の形状に
あわせてカバー部材を形成できる。
発明９に係る両軸受リールは、発明１から７のいずれかの両軸受リールにおいて、カバー
部材は外形が円形になるように形成されている。この場合、回転部材の形状にあわせてカ
バー部材を形成できる。
【００１５】
発明１０に係る両軸受リールは、発明１から９のいずれかの両軸受リールにおいて、カバ
ー部材をボス部に固定するねじ部材をさらに備えている。この場合、ねじ部材をボス部に
挿入することにより、カバー部材をボス部に容易にかつ確実に固定できる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施形態を採用した両軸受リールは、図１に示すように、モータ駆動によりス
プール回転を行う電動リールであって、リール本体１と、リール本体１の側方に配置され
たスプール回転用のハンドル２と、ハンドル２のリール本体１側に配置されたドラグ調整
用のスタードラグ３と、リール本体１の上方に設けられた開閉式の水深表示装置４とを主
に備えている。
【００１７】
リール本体１は、左右１対の側板７ａ、７ｂとそれらを連結する複数の連結部材８とから
なるフレーム７と、フレーム７の左右を覆う左右の側カバー９ａ、９ｂとを有している。
ハンドル２側の側カバー９ｂには、ハンドル２の回転軸が回転自在に支持されている。リ
ール本体１後方に配置された連結部材８の側カバー９ａ側後部には、外部電源接続用のコ
ネクタ１９が先端に取り付けられたリールコード１８が延出されている。また、リール本
体１のハンドル２側側面には図示しないクラッチ機構を操作するためのクラッチレバー１
１が配置されている。リール本体１のハンドル２側側面のクラッチレバー１１の前方には
、モータ１２をオン、オフするためのモータスイッチ３１と、モータ１２の回転速度を変
更する速度変更レバー３２とが設けられている。
【００１８】
水深表示装置４は、リール本体１の上方にリール本体１と一体で設けられた第１部材４ａ
と、第１部材４ａに対して開閉自在に設けられたケース部材である第２部材４ｂと、第１
部材４ａと第２部材４ｂとを揺動自在に連結する連結部材４ｃとにより構成されている。
第１部材４ａは、図１及び図２に示すように、リール本体１の両側部上方にリール本体１
と一体成形されている。また、第１部材４ａは内部に収納空間を有しており、この収納空
間には、モータ１２を駆動するモータ駆動部２２（図３参照）と、後述する表示部５（図
１及び図３参照）やモータ駆動部２２等を制御するための制御部１６（図３参照）等の各
種の電気部品が収納されている。
【００１９】
制御部１６は、図３に示すように、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｉ／Ｏインターフェイス等
を含むマイクロコンピュータを備えており、制御プログラムに沿って表示制御やモータ制
御等の各種の制御動作を実行する。制御部１６には、スプール１０の回転方向及び回転速
度を検出するための１対のリードスイッチからなるスプールセンサ１７と、スイッチ操作
部６とが接続されている。また、制御部１６には、警報用のブザー４１と、表示部５と、
モータ駆動部２２と、クラッチオン、オフ用のソレノイド４２と、海底や棚位置等の各種
のデータを記憶するたとえばＥＥＰＲＯＭからなる記憶部４３と、他の入出力部とが接続
されている。
【００２０】
モータ駆動部２２は、たとえばモータ１２を回転駆動させるＦＥＴであり、図２に示すよ
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うに、一端がモータ１２及びリールコード１８に接続され他端が制御部１６等の複数の端
子に接続されている。モータ駆動部２２の端子には、リールコード１８の端子と接続され
るリード線５０ａと、モータ１２の端子と接続されるリード線５０ｂとが接続されている
。また、制御部１６とスプールセンサ１７とはリード線５０ｃにより接続されている。
【００２１】
リード線５０ａ及びリード線５０ｂは電力を供給する２本の配線部材であり、リード線５
０ｃは制御用の２本の配線部材である。なお、モータ駆動部２２、モータ１２、制御部１
６、スプールセンサ１７、リールコード１８及びモータ駆動部２２の端子とリード線５０
ａ、５０ｂ、５０ｃとの接点には、絶縁樹脂が充填されて封止処理及び絶縁処理が施され
ている。また、リード線５０ａは、図２に示すように、２本の配線部材を束ねるためのア
ース線５１が巻きつけられている。アース線５１の一端はリール本体１にアースされてい
る。
【００２２】
第１部材４ａの前端部は、図１及び図２に示すように、連結部材４ｃを取り付けるために
一部が上方に突出した形状となっている。第１部材４ａの上面は、両側部とも同一高さの
平坦面になっており、連結部材４ｃ取り付け用の突出部分から後方に向かって斜め下方に
傾斜している。
第２部材４ｂは、図１及び図２に示すように、第１部材４ａに対して開閉自在に取り付け
られている。第２部材４ｂの取り付け部分は第１部材４ａの突出部分に合致する形状にな
っている。第１部材４ａ及び第２部材４ｂの取り付け部分には連結部材４ｃが装着されて
いる。第２部材４ｂは、第１部材４ａと対向する面に配置された表示部５と、表示部５の
近傍に配置され複数のスイッチからなるスイッチ操作部６とを有している。
【００２３】
連結部材４ｃは、図１及び図２に示すように、金属製のシャフトであり、第１部材４ａに
対して回転不能に、かつ第２部材４ｂに対して揺動可能に取り付けられている。また、連
結部材４ｃは、ねじりばね等による図示しない位置決め機構を備えており、第２部材４ｂ
の開閉位置を段階的に決めることができる。また、第２部材４ｂの揺動角は０度以上１８
０度以下であり、第２部材４ｂが完全に開くまで揺動させることができる。
【００２４】
リール本体１の内部には、図１及び図２に示すように、ハンドル２に連結されたスプール
１０が回転自在に支持されている。スプール１０の内部には、スプール１０を釣り糸巻き
上げ方向に回転駆動する直流駆動のモータ１２が配置されている。また、リール本体１の
内部には、図２に示すように、スプール１０に釣り糸を均一に巻き取るためのレベルワイ
ンド機構１３と、スプール１０の回転を検出するスプールセンサ１７と、スプール１０の
回転をレベルワインド機構１３及びスプールセンサ１７に伝達する中間ギア２９とが設け
られている。
【００２５】
スプールセンサ１７は、図２に示すように、中間ギア２９の回転に連動して回転するカウ
ンタギア２８と、カウンタギア２８の回転数を検出する図示しない１対のリードスイッチ
とを有している。
カウンタギア２８は、図２に示すように、側板７ａから側カバー９ａ側に露出しており、
この露出面を覆うようにカバー部材６０がねじ部材７０により固定されている。中間ギア
２９は、図２に示すように、カウンタギア２８の上方に配置され、側板７ａから側カバー
９ａ側に露出しており、この露出面を覆うようにカバー部材６１がねじ部材７１により固
定されている。カバー部材６０及びカバー部材６１は、図２に示すように、カウンタギア
２８及び中間ギア２９とリード線５０ｂ、５０ｃとの接触を防止するとともに、カウンタ
ギア２８及び中間ギア２９を抜け止めしている。
【００２６】
カウンタギア２８及び中間ギア２９は、図４及び図５に示すように、側板７ａにそれぞれ
回転自在に装着された円形のギア部材であり、外周側部に形成された歯部２８ａ、２９ａ
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と、中心部に形成された貫通孔２８ｂ、２９ｂと、貫通孔２８ｂ、２９ｂの周囲の側カバ
ー９ａ側面に後述する段差部６０ｄ、６１ｄを避けるために凹んで形成された凹部２８ｃ
、２９ｃとを有している。図２に示すように、カウンタギア２８の歯部２８ａは中間ギア
２９の歯部２９ａに噛合し、中間ギア２９の歯部２９ａはレベルワインド機構１３の図示
しない歯部に噛合している。また、図５に示すように、貫通孔２８ｂ、２９ｂは側板７ａ
に立設されたボス部７ｃに貫通している。
【００２７】
カバー部材６０、６１は、図４及び図５に示すように、外形が円形になるように形成され
た有底筒状部材であり、カウンタギア２８及び中間ギア２９をそれぞれ覆っている。カバ
ー部材６０、６１は、円板部６０ａ、６１ａと、円板部６０ａ、６１ａの中心部に凹んで
形成された底部６０ｂ、６１ｂと、底部６０ｂ、６１ｂに形成された貫通孔６０ｃ、６１
ｃと、底部６０ｂ、６１ｂ及び貫通孔６０ｃ、６１ｃが形成された段差部６０ｄ、６１ｄ
とを有している。貫通孔６０ｃ、６１ｃにはねじ部材７０、７１が挿入され、底部６０ｂ
、６１ｂにはねじ部材７０、７１の頭部が収納される。ここでは、側板７ａに立設された
ボス部７ｃにカウンタギア２８及び中間ギア２９と、カバー部材６０、６１とを順に装着
し、ねじ部材７０、７１をボス部７ｃにねじ止めすることにより、カウンタギア２８及び
中間ギア２９を回転自在に固定している。
【００２８】
このような電動リールでは、スプールセンサ１７のカウンタギア２８及び中間ギア２９を
覆うようにカバー部材６０、６１が設けられているので、カウンタギア２８及び中間ギア
２９とリード線５０ｂ、５０ｃとの接触を防止することができる。また、この電動リール
では、カバー部材６０、６１はボス部７ｃに固定されるので、カウンタギア２８及び中間
ギア２９の抜け止めとカバー部材６０、６１の装着とを兼用できる。このため、従来のよ
うに抜け止め用にワッシャ等を別に設けなくてもよいので、部品点数を減少させることが
できる。さらに、従来のように側板７ａに複数のボス部を形成する必要がないので、側板
７ａの形成が容易になり、製造工程が簡素化される。したがって、カウンタギア２８及び
中間ギア２９とリード線５０ｂ、５０ｃとの接触を安価な構成で防止できる。
【００２９】
〔他の実施形態〕
（ａ）　前記実施形態では、電動リールを例にあげて説明したが、これに限定されるもの
ではなく、たとえば手巻きのカウンタリール等の両軸受リールにも本発明を適用できる。
（ｂ）　前記実施形態において、回転部材は、スプールセンサ１７のカウンタギア２８及
び中間ギア２９を例にあげて説明したが、たとえば側板７ａ側に設けられたレベルワイン
ド機構１３に回転力を伝達するギア機構であってもよい。
【００３０】
（ｃ）　前記実施形態において、配線部材は、モータ駆動部２２とリールコード１８とが
接続されるリード線５０ａと、モータ駆動部２２とモータ１２とが接続されるリード線５
０ｂとを例にあげて説明したが、これに限定されるものではなく、たとえば制御部１６と
スプールセンサ１７とが接続されるリード線５０ｃやその他のリード線であってもよい。
【００３１】
（ｄ）　前記実施形態では、カバー部材６０、６１の外形は円形に形成されていたが、図
６に示すように、カバー部材６２の外形を非円形に形成してもよい。（ｅ）　前記実施形
態では、カバー部材６０、６１は、カウンタギア２８及び中間ギア２９をそれぞれ覆って
いたが、図６に示すように、カウンタギア２８及び中間ギア２９を１つのカバー部材６２
で覆うようにしてもよい。
【００３２】
（ｆ）　前記実施形態では、カバー部材６０、６１には段差部６０ｄ、６１ｄが形成され
、カウンタギア２８及び中間ギア２９には凹部２８ｃ、２９ｃが形成されていたが、図７
に示すように、段差部及び凹部を形成しなくてもよい。
【００３３】
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【発明の効果】
本発明によれば、両軸受リールにおいて、配線部材は側板と側カバーとの間に配置され、
回転部材は側カバー側に向かって突出したボス部に装着されている。ここでは、回転部材
の側カバー側に配置され回転部材を覆うカバー部材が設けられているので、回転部材と配
線部材との接触を防止することができる。また、カバー部材はボス部に固定されるので、
回転部材の抜け止めとカバー部材の装着とを兼用できるので、部品点数を減少させること
ができ、回転部材と配線部材との接触を安価な構成で防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を採用した電動リールの斜視図。
【図２】前記電動リールの側面断面図。
【図３】制御部を示すブロック図。
【図４】カバー部材周辺の拡大平面図。
【図５】前記カバー部材の拡大側面図。
【図６】他の実施形態の図４に相当する図。
【図７】他の実施形態の図５に相当する図。
【符号の説明】
１　リール本体
２　ハンドル
１０　スプール
１２　モータ
１６　制御部
１７　スプールセンサ
２２　モータ駆動部
５０ａ、５０ｂ、５０ｃ　リード線
６０、６１、６２　カバー部材
７０、７１　ねじ部材
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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